
 

保護樹木の指定について 
 
１ 指定する樹木の概要 

樹 種 名 クスノキ 
所 在 地 天神町一丁目 14 番地内（上宮天満宮） 

 
２ 樹木の状態 

項 目 対象樹木 指定基準 
樹 高 25.0ｍ 10m 以上 
幹 周 4.26ｍ 1.2m 以上 
枝 張 34.6m  
樹 勢 健全 健全 
樹 形 
樹 容 

幹周の大きい堂々とした風格である。ま
た、幹の分岐、枝張り、樹高の全体のバラ
ンスが取れている。 

樹容が美観上特に優れ
ている 

特 徴 ・極めて珍しい、全周にクスノキらしい長
大な枝を有した巨木 
・市街化の進む JR 高槻駅近隣の立地であ
ることもポイント 

生育状況が特殊な樹木、
歴史上・学術上価値のあ
る樹木 

 
 
【位置図】 
 
 
 

  



 

３ 樹木の状況 
《遠景》  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
《近景》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▲幹周の計測 ▲上部の枝振り  



 

《参考》 

●高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例抜粋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
●高槻市緑地環境の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則抜粋 

 

  

（保護地区等の指定） 
第 10 条 市長は、緑地環境の保全を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる

区分及び態様により、保護すべき地区、樹木、動植物を指定することができる。 

(中略) 

(4) 保護樹木 規則で定める基準に該当する樹木であって、その美観風致を維持する
ために保護を必要とする樹木 

第 10 条第 2 項 
    市長は、前項に規定する保護地区、保護樹木又は保護動植物（以下「保護地区

等」という。）を指定しようとするときは、あらかじめ、高槻市緑地環境保全等 
審議会（以下第１８条第３項までにおいて「審議会」という。）の意見を聴かなけ
ればならない。 

第 10 条第 3 項 
    市長は、前項の規定により審議会の意見を聴くに当たっては、あらかじめ、 

指定しようとする保護地区の土地の所有者及び権原に基づく占有者（以下「所有
者等」という。）又は保護樹木の所有者等の同意を得なければならない。 

 

（保護地区等指定基準） 
第 2 条  

(中略)  

３ 条例第 10 条第 1 項第 4 号の規則で定める基準は、次のいずれかに該当する樹木で
あって、その樹木が健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていることとする。 
(1) 1.5 メートルの高さにおける幹の周囲が 1.2 メートル以上であること。 
(2) 樹高が 10 メートル以上であること。 
(3) 生育状況が特殊な樹木又は歴史上若しくは学術上価値のある樹木であること。 

第３条  
条例第 10 条第 3 項の規定する同意は、保護地区・保護樹木指定同意書（様式第１ 

号）を提出することにより行うものとする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


